

令和８年度教育行政運営方針
第１　策定の趣旨
本方針は、教育を取り巻く状況の変化を踏まえ、「学び合い成長し合えるまち」の実現を図るため、目黒区教育委員会の教育目標及び基本方針に即しながら、令和８年度の施策に取り組む際の基本姿勢やその方向性を示すものである。
国や都の教育政策の動向を踏まえ、的確かつ柔軟な対応に努めるとともに、区の長期計画及び目黒区教育に関する大綱並びに令和８年度行財政運営基本方針等との整合を図りつつ、めぐろ学校教育プランをはじめとした教育委員会で定める各種計画に掲げる事業を着実に推進することを主眼とする。
また、本方針に掲げる施策は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規定に基づき行う、教育委員会の自らの権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の対象としており、効果的な教育行政の一層の推進を図るとともに、区民への説明責任を果たし、区民に信頼される教育行政を推進する。

第２　教育行政運営の基本姿勢
１　学校・保護者・地域・関係機関等との連携・協力
持続可能な社会の創り手として、未来を担う子どもたちの健やかな成長のために、学校・保護者・地域・関係機関等のそれぞれの役割に応じた連携・協力関係を推進し、教育活動の一層の充実を図る。

２　創意工夫を凝らした教育行政の展開
社会情勢が不安定な中にあっても、活力ある教育行政を推進するため、施策の立案と実施に当たっては、迅速かつ的確に対処するとともに、積極的に創意工夫に努める。特に保護者の負担状況を踏まえつつ、幼児・児童・生徒、保護者の教育的ニーズ等に対応した学校教育活動の充実や保護者負担の軽減を図る。
３　区民への積極的な情報の発信
事業の実施に当たっては、保護者や地域をはじめ区民の理解・協力を得るため、事業についての趣旨や到達度等の説明責任を果たしながら、適時適切に、より分かりやすい情報発信に努める。

４　効果的・効率的な施策の推進
計画（Ｐｌａｎ）、実施（Ｄｏ）、評価（Ｃｈｅｃｋ）、改善（Ａｃｔｉｏｎ）のマネジメント・サイクルにより各施策を効果的・効率的に推進する。

第３　教育を取り巻く社会情勢
情報技術の進展や生成ＡＩの普及、グローバル化、人口減少など子どもたちを取り巻く環境が急速に変化していく中、教育の在り方や環境にも変革が求められている。
こうした中、国は２０３０～２０３１年度（令和１２～１３年度）に全面実施を予定する次期学習指導要領に向けた議論を開始した。予測困難な時代において、少子化や労働市場の変化、生成ＡＩの進展など、教育を取り巻く社会は大きく変容している中、子どもたちが「自らの人生を舵取りできる力」を育み、民主的な社会の創り手として主体的に参画するためには、学びの動機付けの再構築と質の高い探究的な学びの充実が不可欠であるとし、「主体的・対話的で深い学びの実装」「多様性の包摂」「実現可能性の確保」の３つの方向性を踏まえた議論が行われている。
また、物価高騰が続く中、保護者の負担軽減を通じた子育て支援に取り組む自治体への支援として、学校給食費の抜本的な負担軽減（いわゆる給食の無償化）について、令和８年４月から小学校段階での実施を決定した。さらに、学齢期の子どもを持つ保護者の経済的負担の軽減に取り組む自治体も増えてきている。
加えて、こども性暴力防止法（日本版ＤＢＳ）の施行（令和８年１２月）に伴い、教職員等による児童対象性暴力等の防止など、子どもの安全・安心を確保するための取組をさらに進めていくことが求められている。生涯学習においては、個人と地域のウェルビーイング＊の向上を目指すためには、共生社会の実現やデジタル社会への対応に資する観点や、幅広い世代の参加を促す工夫、学ぶ楽しさを軸とした人づくり・つながりづくりなどが重要となっている。
＊ウェルビーイング
身体的・精神的・社会的に良い状態にあること。短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む概念。




第４　施策とその方向性
教育を取り巻く社会情勢や現状・課題を踏まえ、５つの施策とその方向性を示し、取組を進めていく。
【施策１】知・徳・体を総合的に捉えた資質・能力の育成
〈現状・課題〉
学校教育には、知・徳・体を一体的に捉え、３つの資質・能力である「知識及び技能」「思考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力・人間性等」をバランスよく育むことが求められている。
特に、学習の基盤となる資質・能力の育成のためには、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて、ＩＣＴ機器を教材・教具や学習ツールの一つとして効果的に活用するなど、これまで以上に個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に向けた授業改善を図ることが求められている。
また、児童・生徒が主体的に学習課題を発見し、自分に合った学習方法等を用いた学習計画を立て、自己調整しながら学びを深めていくことができるよう、発達段階に配慮しながら指導することが重要である。
１－１　確かな学力の向上
きめ細かい指導や教科の専門性を生かした指導ができるよう指導体制を整えるとともに、学力の定着状況の把握・分析を踏まえた指導方法の工夫・改善を図る。また、充実した研修により、個別最適な学び、協働的な学びの一体的な充実を通じた｢主体的･対話的で深い学び｣の実現に向けた授業改善を推進する。
１－２　豊かな心の育成
　　　　　人権教育や道徳教育を通じて、人権意識を高め、道徳性を養うとともに、文化、芸術、スポーツなど様々な体験活動を通じて、社会性・協調性や規範意識を醸成する教育活動を推進する。
１－３　健やかな体の育成
　　　　　児童・生徒の望ましい運動習慣・生活習慣の確立に向け、学校と家庭が連携し、健康の保持増進及び体力向上の取組や食育など健康教育を推進する。
１－４　ＩＣＴを活用した教育の充実
児童・生徒が学習用情報端末を中心としたＩＣＴ環境を効果的に活用する中で、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を図るとともに、情報活用能力の育成を図る。

【施策２】学校の教育活動を支える環境整備の推進
〈現状・課題〉
いじめ、不登校等の諸課題への対応について、学校や保護者、地域、関係機関等と連携・協力し合い、適切に対応する必要がある。また、全ての子どもが可能な限り共に学ぶことに配慮しつつ、特別支援教育のさらなる充実が求められている。　　
予測困難な時代において、災害や感染症など非常時においても、子どもたちの健やかな学びを保障するため、引き続き、ＩＣＴ環境整備をはじめ、学習環境・指導体制の充実などに取り組むとともに、実施計画及び学校施設更新計画に基づく学校施設の計画的な更新を進め、教育環境の整備を通じて「魅力と活力にあふれ、信頼される学校」の実現を図る必要がある。
２－１　いじめ防止等の対応の充実
　　　　　いじめはどこでも、誰にでも起こりうる問題であり、同時に重大な人権侵害であるという認識の下、「目黒区いじめ防止対策推進条例」「目黒区いじめ防止基本方針」に基づき、いじめを許さない強い姿勢で、いじめの防止等の対策を総合的・効果的に推進する。
２－２　不登校等への対応の充実
　　　　　不登校に至った要因や背景は一人ひとり異なっているため、児童・生徒に寄り添いながら実情を把握し、学校、学習支援教室「めぐろエミール」、関係機関等が連携して、不登校児童・生徒及びその保護者への支援を行う。
２－３　特別支援教育の推進
一人ひとりの豊かな学びと切れ目のない支援を目指して、心のバリアフリーの推進、一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導・支援の充実、保護者や関係機関等との連携による支援体制の充実等、「特別支援教育推進計画（第五次）」に掲げる施策を総合的に推進し、特別支援教育のさらなる充実を図る。
２－４　学校のＩＣＴ環境整備
学校ＩＣＴ環境の充実や最適化に向けた更新・改善に取り組むことにより、児童・生徒及び教職員がより安全・安心に、かつ効果的にＩＣＴを活用できる環境を構築する。
２－５　就学前施設・小学校中学校間の連携・交流の強化
幼稚園・こども園及び保育所と小学校、小学校と中学校の間の連携や交流を一層深め、校種間の円滑な接続を図る。
２－６　統合新校の新校舎整備及び学校施設の計画的な更新
統合新校の新校舎を整備するとともに、老朽化した学校施設の計画的な更新を進めることで、児童・生徒の学習環境・生活環境の充実・改善を図る。

【施策３】学校内外の連携・分担による学校マネジメントの実現
〈現状・課題〉
社会が加速度的に変化し、複雑性と困難性を増す中、学校現場では、学習指導要領への対応やＧＩＧＡスクール構想等をはじめとする校務ＤＸなど大きな変革が進んでいる。近年では、全国的な傾向である教師不足が教職員の負担を増加させる一因となっており、心身の健康を保持し、子どもと向き合う時間や授業準備等の時間を確保できる環境が必要となっている。
課題への対処として、校長のリーダーシップの下、教職員一人ひとりが専門性を発揮できるような組織運営を通じて、学校組織全体としての総合力を発揮していくことのほか、学校を支える校内の人材と保護者、地域との連携・協働により、児童・生徒の健全な成長を図ることが求められている。
３－１　高い専門性と指導力、協働性を備えた教員人材の育成
教員としての資質・能力の向上を図るため、教員の職層や経験に応じた研修や専門性を高める研修、教育課題に対応した研修を意図的・計画的に実施するとともに、日常的に学び合う校内研修や、主体的に行う研修を実施する。
また、本区の特色である文部科学省研究開発学校の取組（小学校４０分授業午前５時間制を全校実施、中学校４５分授業を一部の中学校において実施）を生かして創意工夫に富んだ魅力ある学校づくりを行う中で、教員人材の育成を図る。
３－２　働き方改革の推進・「チーム学校」の機能強化
「目黒区立学校・園における働き方改革実行プログラム」に基づき、子どもと向き合う時間を創出するための環境整備と勤務時間を意識した働き方を推進する。
また、東京都の「学校と家庭・地域とのより良好な関係づくりに係るガイドライン」なども参考にして、スクールロイヤーの充実など組織的に学校を支える体制の構築について検討を進める。
３－３　「地域とともにある学校づくり」と「学校を核とした地域づくり」の実現
コミュニティ・スクール（学校運営協議会を設置している学校）と地域学校協働活動の一体的推進に向けた取組等により、保護者や地域住民等が学校運営に参画し、相互に連携・協働して、「地域とともにある学校づくり」と「学校を核とした地域づくり」を進めていく体制を構築する。
７年度から先行実施している３校に加え、８年度から小学校６校、中学校１校、こども園１園で新たにコミュニティ・スクールの導入を進める。

【施策４】子どもの安全・安心の確保
〈現状・課題〉
学校は、児童・生徒が安心して学習を行うことが求められる場所であり、学校において子どもが安全に過ごせる環境を整備し、事件・事故を防止するための取組を進める必要がある。
また、子どもたちに自らの安全を確保できる基礎的な資質・能力を育成するための安全教育や、地域・関係機関との連携による安全対策の強化が求められている。
４－１　子どもの安全教育の推進
自らの安全を確保することのできる基礎的な資質・能力を、学校教育全体を通じて育成していけるよう、生活安全・交通安全・災害安全の観点をもって、生命（いのち）の安全教育や防災教育、防犯教育のより一層の推進を図る。また、関係機関と連携したセーフティ教室等の実施により、児童・生徒の健全育成の活性化及び充実を図る。
４－２　地域や関係機関との連携による安全対策の強化
登下校時の事故や犯罪から子どもたちを守るため、学校が地域や関係機関と連携して、危険を予知するために必要な対応策を講じる。
また、保護者や地域、関係機関で子どもの安全対策のより一層の充実を図る。
４－３　学校・園における児童虐待等の早期発見・早期対応の推進
児童虐待防止法を踏まえ、児童虐待の防止、早期発見、被害児童の保護・支援を確実に実施するため、教職員研修を実施するとともに、関係機関との連携を密にして、「児童虐待防止マニュアル」を踏まえた児童虐待の早期発見・早期対応を推進する。
また、こども性暴力防止法（日本版DBS）の施行（令和８年１２月）を踏まえ、法の趣旨に沿った適切な対応を進める。

【施策５】生涯学習の充実
〈現状・課題〉
社会やライフスタイルの変化等により、人と人との「つながり」の希薄化が指摘され、孤独・孤立の問題が顕在化するなど、社会的包摂とその実現を支える地域コミュニティが一層重要になっている。
また、様々な社会的課題を解決するための人への投資の充実、デジタル社会の進展への対応の必要性が増大する中、人生１００年時代を見据え、生涯にわたって自ら学習し、自己の能力を高め、働くことや、地域や社会の課題解決のための活動につなげていく必要性が一層高まることが考えられる。
区民一人ひとりが、生涯を通じて、いつでもどこでも、生き生きと学び、学び合い、また、学んだことを地域の中で生かすことができるよう、生涯学習環境整備を進め、施策を推進していくことが必要である。生涯学習実施推進計画の最終年度に当たり、取組を再点検し、新計画改定に生かしていく。　
５－１　生き生きと学び合える生涯学習事業の充実
区内及び近隣地域の教育機関の専門性を生かした生涯学習講座の実施など、区民の関心や意欲に応える生涯学習事業に取り組むとともに、誰もが、いつでも、どこでも講座や団体等の情報を得られるように、様々な媒体を使った情報提供をさらに充実していく。
５－２　家庭教育を支援する事業の実施
子どもの生活習慣の習得や自立心の育成など、すべての教育の出発点である家庭教育が保護者の自覚と責任によって行われるよう、PTAが行う家庭教育事業を支援するとともに、家庭教育講座などを引き続き行う。
５－３　文化財を活用した啓発・普及事業の実施
区内の歴史的建築物、古文書、遺跡等の文化財を調査･記録して、文化財保護等寄付金も活用しながら貴重な文化財を将来にわたって保存･継承していく。
また、文化財や歴史資料を活用した企画展の開催などを通じ、文化財への理解を深め、保護への啓発を行う。
５－４　図書館サービスの充実
重点テーマを定めた図書資料の計画的な収集、地域の課題や特定のテーマに関連した展示により、区民ニーズに沿った的確な資料提供を行うとともに、電子書籍貸出サービス（めぐろ電子図書館）と地域資料のデジタル化による非来館型サービスの充実を図り、学校教育との連携による児童・生徒の電子図書館の活用を推進する。
また、図書館利用に支障のある方一人ひとりの状況に応じた図書館サービスの提供、子どもたちの読書活動の推進と学習活動の支援について取組を進める。
さらに、子どもたちが本と親しみ、より深く学びを楽しむための環境づくりを進め、子どもたちが主体的に読書活動に取り組めるよう、「目黒区子ども読書活動推進計画」に揚げた施策を推進する。

【施策６】　物価高騰対策　　　
〈現状・課題〉
エネルギー・食材価格の上昇等、近年の物価高騰は子育て家庭の家計に継続的な影響を及ぼしている。幼児・児童・生徒、保護者の多様な教育的ニーズに柔軟に対応するとともに、従来からの区立小・中学校給食費保護者負担ゼロに加え、保護者に過度な負担を強いることなく魅力的な教育活動を展開していく必要がある。

６－１　学校・園における保護者負担の軽減、公費負担の拡充　新規　
　保護者の負担状況を踏まえつつ、公費負担の拡充により、幼児・児童・生徒、保護者のニーズ等に対応した学校教育活動の充実や保護者負担の軽減を図っていく。


第５　施策に基づく主な実施事業
[bookmark: _Hlk219309469]施策とその方向性に対応した実施事業を別紙のとおり定める。令和8年度は、「めぐろ学校教育プラン」、「MEGUROスマートスクール・アクションプラン」、「学校施設更新計画」、「生涯学習実施推進計画」の最終年度に当たり、別紙に掲げる事業を実施しながら、関係部局と連携して改定作業を進めていく。






令和８年度教育行政運営方針実施事業別　紙

施策１　知・徳・体を総合的に捉えた資質・能力の育成
	[bookmark: _Hlk187432171]番号
	項目
	所管課

	１－１
	確かな学力の向上

	1－1－1
	授業改善の推進
	教育指導課

	連番号
１
	本区の特色である文部科学省研究開発学校（小学校４０分授業午前５時間制を全校実施、中学校４５分授業を一部の中学校において実施）や目黒区教育委員会教育開発指定等により、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を通じた「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた指導方法の工夫・改善を行う。
また、区独自の学習状況調査や全国学力・学習状況調査等の教育データから児童・生徒の個別最適な学びと教員による個別支援の充実を図る。
	

	1－1－2
	外国語教育の充実
	教育指導課

	連番号
２
	ＡＬＴの活用のほか、全区立中学校第１学年生徒を対象としたTOKYO GLOBAL GATEWAYを活用した日帰り体験型英語学習や、区立中学校第２学年希望生徒を対象としためぐろイングリッシュ・キャンプを実施する。
また、区立中学校に生成AIを活用した英語学習サービスを導入し、生徒の英語によるスピーキング（話すこと）の能力及び外国語によるコミュニケーション能力の向上を図る。
	

	1－1－3
	理科教育の充実
	教育指導課

	連番号
３
	児童・生徒の理科に対する興味・関心を高め、科学的リテラシーを向上させるため、引き続き、観察実験支援員等を配置・活用するとともに、全教職員に問題解決の学習の進め方及び観察・実験のポイント等を示した指導資料「理科指導のポイント」を配付し、授業改善の推進を図る。
	

	１－２
	豊かな心の育成

	1－2－1
	人権教育の推進
	教育指導課

	連番号
４
	学校･園において、人権教育の質的向上を図るため、目黒区人権教育推進校の取組の成果を実践報告や授業公開等を通じて、他校・園に普及・啓発する。
	

	1－2－2
	国際社会に対応する教育の推進
	教育指導課

	連番号
５
	小・中学校において、外国との交流活動や我が国の伝統文化に関する学習を引続き推進する。
また、日本語指導が必要な児童・生徒に対して、持続可能な日本語指導・支援体制の構築を図る。
	

	1－2－3
	体験学習の充実
	学校運営課
教育指導課

	連番号
６
	自然を愛し、美しいものに感動する体験活動や、体育・文化について日常の学習の成果を発揮する場、美しい芸術を共に体験し、感動を分かち合う機会等を教育課程に位置付けて実施し、実施後は評価・改善を図り充実に努める。
また、八ヶ岳林間学園の老朽化への対応や自然宿泊体験教室実施方針の見直しについて検討する。
	

	1－2－4
	連合行事等の実施
	教育指導課

	連番号
７
	自他のよさを見付け合い、自己の成長を振り返り、積極的に自己を伸長しようとする態度を養うため、互いの運動や演奏を参観・鑑賞し合う連合行事を実施する。
	

	1－2－5連番号
８　　　　　　

	学校図書館機能の充実
　各学校における読書活動の充実、探究的学習の推進のため、児童・生徒が休み時間や授業中に学校図書館を利用できるような体制を整備する。
また、読書活動の充実に向けて読書推進一校一取組を推進する。
	教育指導課

	１－３
	健やかな体の育成

	1－3－1
	体力向上に向けた取組の推進
	教育指導課

	連番号
９
	幼稚園・こども園年長から中学校第３学年までの系統的な健康の保持増進及び体力向上を図るために、「めぐろ　ここカラダ月間」を年３回設定し、「めぐろ　ここカラダシート」等の活用の推進を図る。
	

	1－3－2
	健康教育の推進
	学校運営課

	連番号
　10
	学校健康トレーナーを全小学校へ定期的に派遣するとともに、健康課題をもつ児童を対象に「めぐろ元気あっぷ教室」を開催し、課題の改善に取り組む。
また、学校健康トレーナーによる健康相談、食育推進指導員による栄養相談、小児科医等による講演・相談事業等を行う。
	

	1－3－3
	食育の推進
	学校運営課

	連番号
11
	「学校（園）における食育指針」及び「学校・園におけるアレルギー疾患への対応の手引き」に基づき、学校・園の給食を活用した食育の推進、幼児・児童・生徒への安全な学校給食の提供に取り組む。
また、医療的ケア児の状況に応じたミキサー食の提供に向けた検討を進める。
	

	１－４
	ＩＣＴを活用した教育の充実

	1－4－1
	情報活用能力の育成
	教育指導課

	連番号
12
	小学校では「目黒区立小学校プログラミング教育モデルカリキュラム（令和４年１２月改訂）」に基づき、ＩＣＴ支援員を活用したプログラミング教育を全学年３時間程度実施するなど、発達段階に応じた児童・生徒の情報活用能力の育成を図る。
	

	1－4－2
	ＩＣＴ機器を活用した指導力の向上
	教育指導課　　学校ICT課


	連番号
13
	ＩＣＴ支援員やＧＩＧＡ支援員による日常的な支援に加え、教育指導課指導主事等による各種巡回訪問の機会を捉え、個々の教員の授業に即したＩＣＴの利活用について指導・助言を充実させる。
	





施策２　学校の教育活動を支える環境整備の推進
	番号
	項目
	所管課

	２－１
	いじめ防止等の対応の充実

	2－1－1
	いじめへの組織的な対応の実施・充実
	教育指導課

	連番号
14
	「目黒区いじめ防止対策推進条例」「目黒区いじめ防止基本方針」に基づき、関係機関と連携しながら、いじめ防止等の対策を効果的に推進する。各学校では「学校いじめ防止基本方針」を見直すとともに、その内容について教職員及び保護者等と共通理解を図る。
また、「学校いじめ対策委員会」を核とした組織的な対応に向け、各学校における年３回以上の研修のほか、生命等にかかわる重大事態発生時の対応訓練を実施する。
	

	２－２
	不登校等への対応の充実

	2－2－1
	不登校児童・生徒等の学習支援の充実
	教育支援課

	連番号
15
	学習支援教室「めぐろエミール」において不登校児童・生徒の学習支援を行うため、一人ひとりのニーズに応じた個別指導・支援を行う。
また、不登校児童・生徒の居場所機能の充実に向け、室外支援事業を西部と南部で展開する。
また、一部の小学校及び中学校全校に設置している校内別室をさらに展開し、校内別室指導支援員のもと、別室で学校生活を過ごす生徒の支援を行う。
	

	2－2－2
	教育相談体制の充実
	教育支援課

	連番号
16
	不登校の未然防止等を含む幼児・児童・生徒の健全育成推進のため、スクールカウンセラーを全校・園へ派遣する。スクールカウンセラーや教育相談員を活用し、電話や来室による教育相談の充実を図る。
また、児童・生徒からの相談しやすい環境として「めぐろそうだんポスト」を運用することにより、学習用情報端末で相談を直接受け付ける。保護者連絡システムを用いて毎年度配信する不登校児童・生徒の保護者向けリーフレットを活用し、教育相談体制の周知・啓発に努める。
	

	2－2－3
	関係機関等との連携強化
	教育支援課

	連番号
17

	スクールソーシャルワーカー、教育相談員、スクールカウンセラー、学習支援教室「めぐろエミール」や関係機関等と連携を図りながら、不登校等の諸課題の早期発見と早期対応を促進する。
各学校が作成する不登校の個票において、ヤングケアラーの状況にないか把握し、虐待やネグレクト等の疑いと合わせて、関係機関と連携して対応する。
	

	２－３
	特別支援教育の推進

	2－3－1
	交流及び共同学習の充実
	教育支援課

	連番号
18

	教職員、児童・生徒、保護者・区民への特別支援教育に関する理解啓発を継続的に実施するとともに、知的障害特別支援学級における通常の学級との交流及び共同学習の充実に向け、重点支援校を指定し、毎月１回程度、指導主事を派遣して授業実施等の支援を行う。
	

	2－3－2
	特別支援教室の適切な運営
	教育支援課

	連番号
19
	区立小・中学校の特別支援教室をアドバイザーが巡回し、特別支援教室の運営を指導・助言すること等により、指導の充実を図る。
	

	2－3－3
	保護者や関係機関との連携による支援体制の充実
	教育支援課

	連番号
20　　
	医療・教育・心理の専門家が幼稚園、こども園、保育園等を訪問し、教職員や保護者からの相談を受け助言する小学校就学前ガイダンスを実施し、保護者や学校関係機関と連携した支援体制の充実を図る。
	

	2－3－4
連番号
21

	知的障害特別支援学級の新設 
令和１１年度に常設仮校舎へ移転予定の下目黒小学校に新設する知的障害特別支援学級の準備を進めるとともに、区立中学校の知的障害特別支援学級に入級する生徒数が増加傾向にあることから、新たな特別支援学級の設置について検討する。
	学校施設計画課教育支援課

	
２－４
	学校のＩＣＴ環境整備

	2－4－1
	保護者連絡システムの更新
	学校ＩＣＴ課

	連番号
22　　
	学校・保護者間の連絡システム（小・中学校分）を令和８年９月に更新する。
	

	2－4－2
連番号
23
	校務・教育システムの統合　　　　　　　　　　　　　　　
校務・教育システムの統合（令和１１年度予定）に向けて、課題整理など検討を進める。
	学校ＩＣＴ課

	２－５
	就学前施設・小学校中学校間の連携・交流の強化

	2－5－1
	小学校・中学校間の連携・交流の充実
	教育指導課

	連番号
24
	児童・生徒の生きる力を育むため、「小・中連携子ども育成プラン」に基づき、小・中学校が連携した教育活動を進める。
	

	2－5－2
	幼児教育と小学校教育との円滑な接続
	教育指導課

	連番号
25

	幼児期の学びと小学校での学びとの円滑な接続を目指して、就学前施設と小学校の教職員を対象とした合同研修会及び懇談会を実施する。区立幼稚園・こども園が取り組む主体的・協働的な探究活動の実践の成果について、区立小学校を含め区内で共有する。
	

	２－６
	統合新校の新校舎整備及び学校施設の計画的な更新

	2－6－1
	統合新校の新校舎整備
	学校施設計画課

	連番号
26
	目黒南中学校及び目黒西中学校の新校舎建設工事等を実施する。
	

	[bookmark: _Hlk187235636]2－6－2
	向原小学校の施設更新
	学校施設計画課

	連番号
27
	新校舎の建設工事等を実施する。
	

	2－6－3
	鷹番小学校の施設更新
	学校施設計画課

	連番号
28
	新校舎の実施設計、仮設体育館の建設工事、既存校舎の一部解体、新校舎の建設工事等を実施する。
	

	2－6－4
	大岡山小学校の施設更新
	学校施設計画課

	連番号
29
	区有施設見直し計画の改定を踏まえ、今後の対応方針を検討する。
	

	2－6－5
	第一中学校の施設更新
	学校施設計画課

	連番号
30
	区有施設見直し計画の改定を踏まえ、今後の対応方針を検討する。
	

	[bookmark: _Hlk187235819][bookmark: _Hlk187235757]2－6－6
	下目黒小学校の施設更新
	学校施設計画課　教育支援課

	連番号
31
	下目黒小学校の施設更新に向けて、仮校舎の実施設計、建設工事等を実施する。また、新校舎における設計事業者の選定を行うとともに、地域懇談会を開催し、知的障害特別支援学級の新設や区有施設の複合化・多機能化等にあたり意見交換等を行ったうえで、基本構想の策定に取り組む。
	


施策３　学校内外の連携・分担による学校マネジメントの実現
	番号
	項目
	所管課

	３－１
	高い専門性と指導力、協働性を備えた教員人材の育成

	3－1－1
	研究指定校制度を活用した教員の指導力の向上
	教育指導課

	連番号
32
	本区の特色である文部科学省研究開発学校（小学校４０分授業午前５時間制を全校実施、中学校４５分授業を一部の中学校において実施）や目黒区教育委員会教育開発指定校、目黒区人権教育推進校の取組等を通して、創意工夫に富んだ魅力ある学校づくりを推進し、児童・生徒の学びを支援する伴走者としての能力の育成を図る。
	

	3－1－2
	職層や教育課題等に応じた研修の充実
	教育指導課

	連番号
33
	教員の資質・能力の向上を図るため、「主体的・対話的で深い学び」の視点に基づく授業改善や、区としての今日的な教育課題等を取り入れた研修を実施する。
また、教員が自身のスケジュールに合わせて受講時間を選択できるｅラーニング研修や動画配信を効果的に取り入れる。
	

	３－２
	働き方改革の推進・「チーム学校」の機能強化

	3－2－1
	学校を支える人員体制の充実
	教育政策課
教育指導課


	連番号
34
	教員や副校長の業務負担軽減のため、各学校にスクール・サポート・スタッフや副校長補佐などの補助的教員を配置するとともに、東京都の「学校と家庭・地域とのより良好な関係づくりに係るガイドライン」なども参考にして、学校経営相談員などの配置やスクールロイヤーの充実などにより、保護者から寄せられる意見等への対応について、組織的に学校の支援を行う体制を構築する。
	

	3－2－2
	学校業務（用務等）の委託化の推進
	教育政策課

	連番号
35
	より効果的・効率的な学校業務（用務等）の運営を図り、今後も良好な学校環境の維持及び安定的な学校運営を行うため、先行実施校における実施状況を検証の上、委託対象校の拡大を図る。
	

	3－2－3
	学校外プールの活用
	学校施設計画課

	連番号
36
	目黒区立小・中学校におけるプール施設整備の考え方に基づき、計画的な授業の実施と教員の負担軽減、水泳指導の充実を目的として、小学校２校で民間プール施設での水泳指導を実施する。
	

	3－2－4
	持続可能な部活動の推進
	教育政策課
学校運営課
教育指導課

	連番号
37
	部活動の内容充実と教員の負担軽減を図るため、引き続き中学校１校をモデル校として、顧問業務や専門的な技術指導等を民間事業者へ委託するとともに、その効果の検証を行う。
また、国や東京都の方針を踏まえて、本区における学校部活動の地域連携・地域展開に関する方針を策定し、実現可能なものから順次取り組みを進めていく。
	

	3－2－5
	教職員の健康確保に向けた取組
	教育指導課

	連番号
38
	出退勤管理システムにより勤務時間の実態を把握し、長時間労働に当てはまる教職員に対し、チェックリストの提出による健康状態の確認や産業医による面接指導を行う。
教育指導課教職員係に配置している保健師が巡回訪問や個別面談をする保健師相談事業を継続して実施する。
併せて、東京都教育委員会事業を活用したアウトリーチ型相談を実施する。
	

	3－2－6
	小学校における教科担任制等の推進
	教育指導課

	連番号
39
	児童の学力向上と、複数の教員による多面的な児童理解を促すため、教員の教科指導における専門性を生かした教科担任制や交換授業等の推進を図る。
	

	[bookmark: _Hlk188439428]３－３
	「地域とともにある学校づくり」と「学校を核とした地域づくり」の実現

	3－3－1
	学校評価の実施・活用
	教育指導課

	連番号
40

	児童・生徒、保護者、地域の方々、教職員による学校評価アンケート（デジタル化）を実施する。
各学校においては、デジタルの利点を生かし、学校評価アンケートを実施した直後に、アンケート結果を踏まえた自己評価及び学校関係者評価を実施し、学校運営の改善・充実を図る。
	

	3－3－2
	学校運営協議会と地域学校協働活動の一体的な推進
	生涯学習課

	連番号
41
	コミュニティ・スクールとなった11校・園に対し、学校運営協議会への運営支援及び地域学校協働本部の整備・支援を行う。
また、ＰＴＡと青少年委員の意見交換会等の機会を通じて、コミュニティ・スクールの仕組みや地域学校協働活動を周知・啓発する。  
さらに、令和９年度の学校運営協議会の設置校を決定し、当該校の校長等に研修を実施するほか、学校運営協議会委員と地域学校協働活動推進員の人材確保・養成に努める。
	

	3－3－3
	子ども教室事業の推進
	生涯学習課

	連番号
42
	放課後や休日等における子どもの安全・安心な居場所の確保のため、「子ども教室」の実施小学校区の拡大及び教室内容の充実を図る。また、放課後子ども総合プランによる「ランランひろば」について、放課後子ども対策課と協力・連携していく。
	





施策４　子どもの安全・安心の確保
	[bookmark: _Hlk187432485]番号
	項目
	所管課

	４－１
	子どもの安全教育の推進

	4－1－1
	安全教育の推進
	教育指導課

	連番号
43
	児童・生徒の安全への意識の向上に向け、ライフジャケットを提示するなど具体的な場面を想定した安全指導や、発達段階に応じた「生命（いのち）の安全教育」を実施し、安全対策の充実を図る。
また、保護者・地域の協力による地域安全マップの作成（小学校）を行うとともに、交通安全教室を実施する。
	

	4－1－2
	防災教育の充実
	教育政策課
教育指導課

	連番号
44
	自ら主体的に行動ができる能力を育むため、実践的な避難訓練の実施や、学習ｅポータル内に設置した「安全教育・防災教育ポータルサイト」を活用したり、地域の防災訓練と連携したりするなど防災教育を引き続き実施する。
また、中学生及び教職員を対象に普通救命講習会を実施する。
	

	４－２
	地域や関係機関との連携による安全対策の強化

	4－2－1
	防犯・防災等の情報共有
	教育政策課


	連番号
45
	保護者連絡システムを用いて、教育委員会から不審者情報など子どもの安全に関する緊急情報の配信、学校・園から自然災害発生時の対応の連絡など、保護者にとって有用な活用を図り、児童・生徒の安全・安心を確保する。
	

	4－2－2
	通学路の安全確保
	教育政策課

	連番号
46
	学校・ＰＴＡから報告のあった小学校通学路の危険箇所については、道路管理者や警察など関係機関と連携・協力し必要な対策を行っていくとともに、必要に応じて学校・ＰＴＡ等と関係機関との合同での点検を実施する。その際、近年頻発しているゲリラ豪雨による冠水の可能性のある個所も併せて把握する。
	

	4－2－3
	学校・園の防犯体制の強化
	教育政策課

	連番号
47
	子どもや学校関係者の安全確保を図るため、小・中学校、幼稚園・こども園の運動会・体育祭及び区立中学校連合体育大会に警備員を配置するとともに、小学校、幼稚園・こども園において、校門前等の昼間警備を引き続き試行で実施し、併せて学校・園防犯カメラシステムの新しい機器への更新を行う。
	

	４－３
	学校・園における児童虐待等の早期発見・早期対応の推進

	[bookmark: _Hlk220008124]4－3－1
	児童虐待の早期発見・早期対応の徹底に向けた取組の強化
	教育指導課

	連番号
48
	「児童虐待防止マニュアル」に基づく対応を全教職員に徹底するとともに、学校・園とこども家庭支援センター等との情報共有及び連携確実に行う。また、教職員の児童虐待防止への意識を高め、児童虐待防止に関する各学校・園の取組の充実に向けた研修を実施する。
	

	4－3－2
	こども性暴力防止法(日本版ＤＢＳ)を踏まえた取組の強化
	教育政策課
教育指導課

	連番号
49
	目黒区子ども条例に基づく子どもの権利侵害予防、早期発見その他の権利侵害の防止等の取組を進めるとともに、同法の施行に向けた整備を区長部局と連携して行う。
	


施策５　生涯学習の充実
	[bookmark: _Hlk187432295]番号
	項目
	所管課

	５－１
	生き生きと学び合える生涯学習事業の充実

	5－1－1
	大学等教育機関の専門性を生かした事業の実施
	生涯学習課

	連番号50
	現在実施している区内及び近隣教育機関との連携・協力を進め、ニーズに沿った企画を実施するとともに、ＩＣＴを活用した講座も取り入れながら、区民の生涯学習の機会拡大を図る。
	

	５－２
	家庭教育を支援する事業の実施

	5－2－1
	家庭の教育力向上に向けた学習機会等の提供
	生涯学習課

	連番号51
	家庭教育の自主性を尊重しつつ、家庭教育に関する学習機会の提供等を行い、子どもの生活習慣の習得や自立心の育成に向けて、より効果的な支援に向けた検討を進める。
	

	５－３
	文化財を活用した啓発・普及事業の実施

	5－3－1
	歴史的建造物や古文書等の文化財調査、遺跡調査の実施
	生涯学習課

	連番号52
	文化財として価値のある歴史的建築物や区民が所有する古文書の把握及び調査、埋蔵文化財保護のための試掘調査等を実施し、目黒の歴史と文化を記録保存する。
	

	5－3－2
	めぐろ歴史資料館事業の実施
	生涯学習課

	連番号53
	めぐろ歴史資料館は、機能移転準備のため一時休館となるが、出張展示等の実施やデジタルミュージアムの充実など、幅広い年齢層に親しんでもらうための事業を実施する。
	

	５－４
	図書館サービスの充実

	5－4－1
	図書館資料の充実と的確な資料提供
	八雲中央図書館

	連番号
54
	知・文化の拠点として、資料収集の重点テーマを定め、指定寄付金（ふるさと納税）を活用しながら図書館資料の充実を図る。
また、これらの資料（蔵書）を活用し、地域の課題や特定のテーマに関連した展示により区民ニーズに沿った的確な資料提供を行う。
	

	5－4－2
	電子書籍貸出サービスの充実
	八雲中央図書館

	連番号
55
	非来館型サービスとして区民が活用している電子書籍貸出サービス（めぐろ電子図書館）について、様々な分野のコンテンツの充実と地域資料のデジタル化を推進する。
また、学校教育との連携による児童・生徒の電子図書館の活用を推進する。
	

	5－4－3
	障害者サービスの充実
	八雲中央図書館

	連番号
56
	図書館利用に支障のある方向けの資料（録音・点字図書、マルチメディア資料など）の提供、対面朗読、来館困難者に対する資料配送などのサービスを行う。
また、録音図書作製などのボランティアである障害者サービス協力員の育成などによりサービスの充実を図る。
	

	[bookmark: _Hlk188434958]5－4－4
	子ども読書活動の推進及び学習活動の支援
	八雲中央図書館

	連番号
57
	学校への図書資料の団体貸出、調べ学習支援、ワークショップやフォローアップ研修による読み聞かせボランティアの育成等を行い、子どもの読書活動の推進及び学習活動の支援についての取組を進める。
	


施策６　物価高騰対策　新規
	番号
	項目
	所管課

	６－１
	学校・園における保護者負担の軽減、公費負担の拡充

	6－1－1
連番号
58
	保護者負担の軽減、公費負担の拡充
ＰＴＡが作成購入する卒業記念アルバムの作成費用補助を、全小・中学校に拡充する。自然宿泊体験教室において、保護者が一部負担している体験学習料の公費負担分の拡充及び食事代や民間宿泊施設を利用する場合の宿泊費等の全額を公費負担とする。
	学校運営課
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